
ミズベ共感ビジネスを生むプラットフォーム「ミズベリング天竜川」

第1３回 天竜川ミズベリング協議会（準備会）を開催しました！！

【日時】令和６年2月2８日（水）10：00～11:3０

【場所】浜松河川国道事務所 第一会議室

【内容】 １）社会実験の実施状況について

          2）河輪地区の利用状況・実証実験について

3）河輪地区での意見交換会及び来年度の動きについて

4）中野町を考える会へのヒアリング及び来年度の動きについて

          ５）社会実験の実施期間の延長について

６）社会実験応募要項の修正について

組織 所属・役職

地域
中野町を考える会 事務局長

NPO法人水辺の里まちづくりの会 理事長

民間事業者 浜松商工会議所 総務管理課

浜松市 土木部河川課 、公園管理事務所

国土交通省 浜松河川国道事務所 副所長（河川）

ミズベリング天竜川では、天竜川の水辺空間を活かしたまちづくりを進めています。天竜川下流周辺を活用するため、平成３０年４月
から社会実験を募集・実施しています。引き続き、天竜川の利活用を更に促進していくため、第13回 天竜川ミズベリング協議会（準
備会）を開催しました。

【参加者】

【議事概要】

 現在の社会実験の実施状況について
・河輪地区では、昨年度に引き続きドローンの飛行実験が実施されている。
また、令和５年8月末に産学官連携した実証実験が実施された。来年度は、
関係機関等との意見交換会を引き続き開催し、都市・地域再生等利用区域
の指定に向けた協議等を行っていく。
・河輪地区以外では、新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことを受
けた、河川敷の利用状況を把握し、来年度の施策について検討した。

 社会実験の実施期間延長について
・社会実験の実施期間について令和9年３月末まで延長することが承認され
た。

 社会実験応募要項の見直しについて
・社会実験応募要項は、社会実験実施時のチラシの作成（ミズベリングのロ
ゴの使用）やのぼりの設置について条件を追記し、修正内容について承認さ
れた。

河輪地区における都市・地域再生等利用区域指定に向けた

来年度以降の動き（案）

 都市・地域再生等利用区域の指定に至る具体的なロード
マップを作成し報告した。


